
 別紙 ９ 

使用料徴収業務仕様書 
 

 この仕様書は，仙台市市民活動サポートセンターにおける使用料徴収業務について定

めるものとする。 

 

１ 業務の内容 

（１）使用料徴収業務における使用料の範囲は，次のとおりとする。 

   仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例（平成２７年仙台市条例第５５

号）別表第１及び別表第２並びに仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例

施行規則（平成１１年規則第３２号）別表第１から別表第３までに定める施設及び

設備の使用料 

（２）使用料徴収業務の範囲は，次のとおりとする。 

  ア 徴収事務 

   ・歳入を調定する事務 

   ・収入を受け入れる事務（収納事務） 

   ・その他上記に付随する事務 

  イ 払込事務 

   ・収納金を指定金融機関等に払い込む事務 

  ウ 使用料還付に関する事務 

   ・使用料の還付事務及び手続き 

   ・使用料の還付に要する資金の管理（日次），請求（月次），返還（年次）に関

する事務 

   ・その他上記に付随する事務 

  エ 諸帳票の整理及び保管 

（３）使用料徴収等事務取扱は，次のとおりとする。 

  ア 使用料徴収等事務の受託者は，使用料の額が確定したときは，速やかに調定を

行い，納入義務者に通知を行わなければならない。 

  イ 使用料を収納したとき又はその払い込みを受けたときは，納入義務者に対し

て，使用料徴収等事務の受託者の名において領収書を交付するものとする。 

  ウ 使用料徴収等事務の受託者は，収納した使用料を毎日とりまとめ，仙台市の定

める払込書により原則として即日又は翌営業日に，計算書等その内容を示すも

のを添付し，指定金融機関等に払い込むものとする。 

  エ 使用料徴収等事務の受託者は，その身分を示す証票を常に携帯して使用料徴収

業務に当たらなければならない。 

  オ 使用料の収納に当たっては，日々の収入額を収入日計簿に記帳し，収納額，収

納根拠等を明確にしておくものとする。 



  カ 当該月分の調定件数及び調定額を，翌月の15日までに仙台市に報告するものと

する。 

  キ 毎月定例で又は臨時に，調定簿及び収入日計簿の照合を行うものとする。 

（４）使用料の還付における資金の取扱いは，次のとおりとする。 

  ア 本市は，還付に要する資金として，１ヶ月に必要と思われる資金を使用料徴収

等収納事務の受託者の請求に基づき，資金前渡金を支払うこととする。使用料

徴収等事務の受託者は，支払資金について出納簿に記帳し，出納状況を明らか

にしておくとともに，支払に支障のない範囲の現金又は預金，手持ち現金等に

ついては，金庫に保管するなどの方法で，責任を持って管理するものとする。 

  イ 使用料の還付は、還付すべき者であるか否かを確認し，仙台市長あての請求を

受け，資金を還付し，使用料徴収等事務の受託者あての領収書を徴するものと

する。 

  ウ 精算は，毎月10日までに，精算書に領収書を添えて本市に提出するものとする。

なお，精算書を作成する場合は，請求書・領収書・出納簿・預金通帳等を添え

て，受託者の検査を受けるものとする。 

  エ 残金の処理は，逓次繰り返して返還資金にあて，３月分の精算終了時に返納通

知書を発行し速やかに戻入する。 

（５）インボイス交付に係る業務の範囲は，次のとおりとする。 

  ア インボイスの作成及び交付 

納入義務者からインボイスの交付を求められた場合、受託者が作成する請求書等

に法定記載事項（仙台市の名称、登録番号及び消費税額等(※1)）を追記したも

のをインボイスとし、その写しを取ったうえで、納入義務者あて交付する。 

  イ 修正のインボイスの作成及び交付 

アで交付したインボイス等に何らかの理由により変更等が生じた場合には、その

内容を変更等したインボイスを作成し、その写しを取ったうえで、納入義務者（還

付相手方）あて交付する。 

  ウ 交付したインボイスの写し等の委託課あて送付 

ア及びイにて交付したインボイスの写し等を委託課あて送付する。 

  エ その他，インボイスの交付に付随する事務に関すること。 

  ※1：インボイス交付における法定記載事項は次のとおり。 

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

「仙台市 T8000020041009」 

・取引年月日 

・取引の内容（軽減税率の対象品目である旨含む） 

・税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み） 

・適用税率  

・税率ごとに区分した消費税額等  

・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

 



２ その他 

（１）銀行等の口座において，使用料に対する利息などの果実が生じたときは，仙台市

の指示に従い，これを処理するものとする。 

（２）使用料徴収業務の状況について，仙台市及び仙台市会計管理者は随時検査を行う

ことができる。 

（３）その他この仕様書に定めのない事項については，その都度協議して定めるものと

する。 

 

 


